
みのわが好き！想いがある！これからみのわを好きになる！ 

そんな箕輪の”ＦＡＮ“を増やすため、町では新たに「みのわファンクラブ」を設立します。 

これに伴い、みのわファンクラブの趣旨にご賛同、ご協力いただける事業者の皆さまを 

募集します。募集に先立ち、募集説明会を下記のとおり開催します。 

 報道機関各位  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

      

 

 

   

    日 時 

平成 30 年８月 23 日（木） 午後３時から 

       24 日（金） 午後７時から（いずれも 1 時間程度） 

※両日とも同じ内容の説明を実施しますので、どちらかにご参加ください。 

  場 所 

箕輪町役場 ３階 講堂 

  内 容 

  ・みのわファンクラブの目的・概要について 

  ・協力事業者の登録方法について      等 

  対 象 

  町内事業者、または、町内支店をお持ちの事業者 

  その他 

  ファンクラブの詳細については、随時プレスリリースを行います。 

 

 

箕輪町役場 企画振興課 プレスリリース  

平成 30 年８月 10 日 発信 

企画振興課 みのわの魅力発信室 
（課長）社本 雅人 （担当）荻原 和也 
電 話：0265-79-3111 （内線）231 
ＦＡＸ：0265-79-0230 
Ｅ‐mail：miryoku@town.minowa.lg.jp 

みのわファンクラブ 

協力事業者募集説明会を開催します 

 

箕輪町 

添付資料 有  無 



みのわファンクラブについて 
  

企画振興課 

みのわの魅力発信室 

 

目 的 

ファンクラブ会員に箕輪町の観光地や特産品等の魅力を知ってもらい、会員自らも情報

発信を行うことで、箕輪町の“ファン”を増やし、関係人口や移住定住者の増加に繋げ

ることを目的としています。 

 

概 要 

みのわファンクラブ会員、名刺持参者は、箕輪町の協力店舗や関連施設でサービスを 

受けることができます。また、会員は町のＰＲを行うことで、更に特典を受けることが

できます。 

 

      会員登録 

 

みのわファンクラブの会員になると「会員証」と 

「名前入りの名刺」が付与されます。名刺は会員の 

知人やお友達に配布し、会員が箕輪町のＰＲを行います。 

 

      会員証、名刺の使用方法 

 

・町内のみのわファンクラブ協力店舗、関連施設で会員証を提示いただくと様々な  

サービスが受けられます。 

(サービス例) 

・〇〇〇〇円以上お買い上げの方は５％割引 

・飲食をされた方に一品おまけサービス  等 

・会員が配った名刺を持参した方も同じサービスが受けられます。 

※名刺によるサービスは１枚につき 1回のみ受けることができます。サービスを利用 

した名刺は、その場で回収されます。 

 

      名刺配布によるＰＲ特典 

 

名刺をたくさん配ると嬉しいプレゼントがもらえます。 

回収された名刺の枚数に応じて、箕輪町の特産品等がＰＲのお礼ということで、会員 

にプレゼントされます。 

 

会員構成 

みのわファンクラブの会員は、２種類で構成されます。 

・箕輪町外にお住いの会員：町外にお住まいの方で箕輪町を応援していただける方。 

・箕輪町内にお住いの会員：町内にお住まいの方で町のＰＲに協力いただける方。 

※会員証による特典は、町外にお住まいの会員のみ対象とします。 


